
【酪農家のための乳製品製造スタートガイド変更点（ページ全体版）　※令和4年10月31日時点】

食品衛生法に基づく製造許可について

　①飲食店営業 （②喫茶店営業は飲食店営業の一形態として統合）
　　調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理され
　　た食品を販売する営業

　②アイスクリーム製造業　  ③乳製品製造業
　　清涼飲料水製造業　　　 　 めん類製造業
　　豆腐製造業　　　　　　　  納豆製造業
　　氷雪製造業　　　　　　　  そうざい製造業
　　複合型そうざい製造業　  　みそ又はしょうゆ製造業
　　菓子製造業　　　　　　  　食用油脂製造業
　　添加物製造業　　　　　　  酒類製造業
　　食肉製品製造業　　　　  　水産製品製造業
　　液卵製造業                冷凍食品製造業
　　複合型冷凍食品製造業      漬物製造業
　　密封包装食品製造業

（⑤乳酸菌飲料製造業は乳処理、乳製品製造業、清涼飲料水製造業に移行）

　④乳処理業　　　　　　　⑤特別牛乳さく取処理業
　　　　　　　　　　　　　　食肉処理業
　⑥集乳業
　　食品の放射線照射業

　魚介類せり売営業　　　　食肉販売業
　魚介類販売業　　　　　　食品の小分け業
（⑨乳類販売業は許可営業から届出営業に移行）

　食品衛生法では、人の健康に与える影響が著しく、公衆衛生に及ぼす影響の大きい34 業種について、営
業施設の構造、食品取扱設備、給水および汚物処理などについて定める共通基準と、製造する製品により
異なる基準が定められています。営業は、それらの施設基準に適合する場合に、期間を定めて許可されま
す。
　新規に営業を始めたい場合は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請書と必要な書類を提出
し、保健所長の許可を受ける必要があります。例えば飲食店の経営と自家製チーズの販売を行う場合に
は、「飲食店営業」と「乳製品製造業」の2 つの許可が必要です。
　また、都道府県知事が定める基準により衛生的な管理運営をするため、施設ごとに「食品衛生責任者」
を置かなければなりません。

※各業種、変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認してください。

　製造業

　処理業

　販売業

食品衛生法上の許可が必要な営業の種類（３２業種）

　調理業
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食品衛生法上において関連する営業の種類（定義）

　調理業 　処理業
　
　①飲食店営業
　　一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、
　仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、
　バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備
　を設けて客に飲食させる営業のこと。

（②喫茶店営業は飲食店営業の一形態として統合）

　
　④乳処理業
　　牛乳（脱脂乳その他牛乳に類似する外観を
　有する乳飲料を含む。）又は山羊乳を処理し、
　又は製造する営業のこと。

　⑤特別牛乳さく取処理業（※）
　　生乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌
　の方法によって、これを厚生労働省令で定める
　成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと。

　⑥集乳業
　　生乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する
　営業のこと。

　製造業 　販売業

　②アイスクリーム製造業
　　スティクアイス、カップアイス、その他液体
　食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結
　させた食品を製造する営業のこと。

　③乳製品製造業
　　粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、
　チーズ、その他乳を主原料とする食品（牛乳に
　類似する外観を有する乳飲料を除く。）を製造
　する営業のこと。

（⑤乳酸菌飲料製造業は乳処理、乳製品製造業、
　清涼飲料水製造業に移行）

（⑨乳類販売業は許可営業から届出営業に移行）

※特別牛乳さく取処理業について
　「特別牛乳さく取処理業」の施設は、牛舎、さく乳室、器具取扱室、洗びん室、検査室を設け、
その他の作業工程に応じて必要な区画、区分をする必要があります。また、種牡用、仔牛用、産室
用牛舎並びに隔離用牛舎は別棟とすることや、排水、汚物処理設備や牛舎内の洗浄設備にも厳しい
基準があります。さらに成分規格や製造基準も高く、初めて乳製品製造を検討されている方には現
実的ではないかもしれません。

※各業種、変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認してください。

　下記は、東京都福祉保健局が公表している営業許可種類一覧から引用しています。食品衛生法では各都
道府県が基準を設けるなど、状況に応じた対応がとれるように定められている部分があります。営業許可
を取得する際は、最寄りの保健所にご相談ください。
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営業許可のイメージフロー( 例)

※各業種、変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認してください。

大きな投資の前に、お客様に食べていただく

　乳製品を製造するためには、各乳製品ごとに許可申請と独立した製造室が必要で、万が一、採算収支が
あわなかった場合も、他の製品製造への設備転用は、ほとんど不可能となります。
　初めから大きな投資は考えないで、まず、「飲食店営業」の許可を受けて、原材料となる生乳について
は、委託処理牛乳（自家生乳を近くの農協乳業処理施設で委託処理をしてもらう）などを利用することを
お勧めします。それであれば店内飲食に限られますが、ほぼ全ての乳製品を作り、料理としてまたは乳製
品のまま不特定多数のお客様に食べていただくことが可能です。お客様のご意見をじっくりと聞いてから
製造業を計画されても遅くはないと思います。

喫茶店、レストランでの自家製造乳製品の提供

　本格的なレストランをお考えの場合は、メニューを決めて、厨房設備業者や専門家と厨房のレイアウト
を打ち合わせることをお勧めします。メニュー内容と厨房のレイアウトが合っていないと、作業ロスが多
く非常に使いにくい厨房となり、後で後悔する場合が多いようです。
　また、メニューに関して、特に季節による集客変動が考えられる観光地立地では、できるだけ人手のい
らないメニュー、作り置きできるメニュー、仕入れロスを出さないメニューの開発が、経営の成否を分け
ますので十分にご検討ください。
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6次産業化等のための酪農家の創意工夫に応える環境整備について

　酪農家の創意工夫による6次産業化等の取組を支援するための環境整備が行われています。

要　点
①酪農家が乳業メーカーに直接生乳を販売する場合や酪農家自ら乳製品の製造に取り組む
　場合も、加工原料乳生産者補給金を受け取れるようになり、付加価値を高めた牛乳乳製
　品の製品開発、販売など、酪農家が多様なニーズに応じて、創意工夫を生かした酪農経
　営に取り組みやすくなりました。

②酪農家等による6次産業化・輸出の取組を支援するため、チーズ工房などの小規模な乳
　業施設や、輸出向けの乳業施設の設置に係る都道府県知事の承認を不要にし、6次産業
　化・輸出に取り組む際の負担が軽減されています。
　以下は、「指定告示」および「改正省令」の概要です。

1. 指定告示の概要
　　指定告示は、酪農家や乳業者が６次産業化や輸出に取り組みやすい環境を整備するた
　め、集約酪農地域等の区域内における集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図る上
　で支障を生ずるおそれがないと考えられる次に掲げる者を、施行令第５条第２項の「農
　林水産大臣の指定する者」として定めるものである。

① 酪農家等であって、乳業施設（生乳の処理加工能力3,000 リットル／日以下）を設置
　し、当該施設の年間生乳使用量の５割以上を、自ら（酪農家以外の者にあっては、自ら
　と安定的な取引関係にある酪農家）が生産した生乳（以下「自己生産生乳等」という。）
　から調達して、６次産業化に取り組む者（指定告示第１号）
② 乳業者等であって、乳業施設を設置し、当該施設の年間生乳使用量の５割以上を、輸出
　向け製品の原料（以下「輸出用原料乳」という。）に使用して（輸出向け以外での生乳
　使用量3,000 リットル／日以下）、輸出に取り組む者（指定告示第２号）

　　これにより、指定告示の要件を満たす者が新たに設置する乳業施設は酪農事業施設に
　該当しなくなり、法第10 条等に基づく当該乳業施設の設置又は変更の承認等とともに、
　法第14 条に基づく事業の開始等の届出も不要になった。

2. 改正省令の概要
　　改正省令は、酪農家や乳業者が６次産業化や輸出に取り組む場合を含め、国内外の需
　要動向に応じた迅速な設備更新等を行いやすい環境を整備するため、既存の乳業施設等
　につき、集約酪農地域等の区域内における集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図
　る上で支障を生ずるおそれがないと考えられる次に掲げる変更を、法第12 条第１項の
　「農林水産省令で定める変更」から除外するものである。

　① 既存の酪農事業施設を酪農事業施設以外の集乳施設又は乳業施設にする変更
　② その他集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図る上で支障を生ずるおそれがない
　　ものとして都道府県知事が定める変更

　　これにより、既存の乳業施設につき設備更新等を行い指定告示の要件を満たす乳業施設
　に変更する場合等について、法第12 条第１項に基づく承認等が不要になった。

【出典】
　農林水産省HP　6次産業化等のための酪農家の創意工夫に応える環境整備について
　（https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/kankyo_seibi.html）

※各変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認してください。
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「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」による乳製品の定義

2項 生乳 搾取したままの牛の乳をいう

3項 牛乳
直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工用に供する目的で
販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）する牛の乳をいう

4項 特別牛乳 牛乳であって特別牛乳として販売するものをいう

8項 生水牛乳 搾取したままの水牛乳をいう

9項 成分調整牛乳 生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう

10項 低脂肪乳 成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう

11項 無脂肪牛乳 成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう

12項 加工乳
生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの
（成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）をいう

13項 乳製品

クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮
乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウ
ダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調
製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料（無脂乳固形分3.0％以上を含むものに限る。）及び
乳飲料をいう

14項 クリーム 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう

15項 バター 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう

16項 バターオイル バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう

17項 チーズ ナチュラルチーズ及びプロセスチーズをいう

18項
ナチュラル
チーズ

1.乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。）、
　クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他
　の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
2.1に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用い
　て製造したものであって、1に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有する
　もの

19項 プロセスチーズ ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう

20項 濃縮ホエイ
乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたも
のをいう

21項
アイス
クリーム類

乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたもので
あって、乳固形分3.0％以上を含むもの(発酵乳を除く。）をいう

22項 アイスクリーム アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売するものをいう

23項 アイスミルク アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するものをいう

24項 ラクトアイス アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するものをいう

※実際の営業等に当たっては該当する法令等を確認するとともに、都道府県や保健所等、所管する機関に
　確認してください。
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25項 濃縮乳 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したものをいう

26項 脱脂濃縮乳 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう

27項 無糖練乳 濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう

28項 無糖脱脂練乳 脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう

29項 加糖練乳 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えて濃縮したものをいう

30項 加糖脱脂練乳
生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものを
いう

31項 全粉乳 生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう

32項 脱脂粉乳
生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去
し、粉末状にしたものをいう

33項
クリームパウ
ダー

生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水
分を除去し、粉末状にしたものをいう

34項 ホエイパウダー
乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分
を除去し、粉末状にしたものをいう

35項
たんぱく質濃縮
ホエイパウダー

乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものから
ほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう

36項
バターミルクパ
ウダー

バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう

37項 加糖粉乳
生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にし
たもの又は全粉乳にしょ糖を加えたものをいう

38項 調製粉乳
生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主
要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう

39項 調整液状乳
生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主
要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものをいう

40項 発酵乳
乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状に
したもの又はこれらを凍結したものをいう

41項 乳酸菌飲料
乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料（発酵乳を除く。）
をいう

42項 乳飲料
生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした
飲料であって、第2項から第12項まで及び第14項から第41項までに掲げるもの以外のものをいう

※実際の営業等に当たっては該当する法令等を確認するとともに、都道府県や保健所等、所管する機関に
　確認してください。
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食品の製造における衛生管理

　食品衛生法の改正により、令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が制度化され
ました。これにより、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理に
取り組んでいただくことになりました。
　酪農家が６次化に取り組む場合など、小規模な事業者であっても、品目ごとに業界
団体が作成した手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる「HACCPの考え方を
取り入れた衛生管理」を行う必要があります。
　なお、各品目の手引書は、厚生労働省HPに掲載されていますので、そちらをご覧く
ださい。

【参考】
　　一般社団法人日本アイスクリーム協会　HACCP の考え方を取り入れた衛生管理の
　　　ための手引書（アイスクリーム類製造事業者向け）
　（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000591736.pdf）

　　一般社団法人日本乳業協会　HACCP の考え方を取り入れた牛乳・乳飲料製造の衛生
　　　管理計画作成のための手引書
　（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000767417.pdf）

　　一般社団法人日本乳業協会　HACCP の考え方を取り入れたクリーム製造の衛生管理計
　　　画作成のための手引書
　（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000767419.pdf）

　　チーズ公正取引協議会　HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
　　　＜ナチュラルチーズ製造事業者向け＞
　（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000767227.pdf）

　　一般社団法人日本乳業協会　HACCP の考え方を取り入れたバター製造の衛生管理計画
　　　作成のための手引書
　（https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000767429.pdf）

【出典】
　厚生労働省HP　HACCP
　（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp
　　/index.html）
　厚生労働省HP　HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
　（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html）

※各変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認して
　ください。
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食品表示の作成

　食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、
摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。
　万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的
確に行うための手掛かりとなります。

食品表示法
　食品の表示については、平成27年に食品表示法が施行され、包括的かつ一元的な制度が創
設されました。具体的な表示のルールは、食品表示基準に定められており、食品の製造者、
加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準の遵守が義務付けられています。
　これまでの食品表示に関する３つ法律（JAS法、食品衛生法、健康増進法）からの主な変更
点は、「加工食品の栄養成分表示の義務化」、「アレルギー表示に係るルールの改善」、
「新たな機能性表示制度の創設」、「原料原産地表示の義務化」等です。

　原材料名　生乳100％（国産）又は（○○県産）
　※原材料名の次に括弧を付して原産国を表示します。都道府県名の場合は家畜の主たる
　　飼養地を記載します。

※各変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認して
　ください。
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食品表示作成の重要なカギ

　食品表示を作成する際に最も重要なカギは、原材料名欄です。

　◆表示されるアレルゲンは、食物アレルギーの実態に応じて見直されることがあります。
　◆上記の２８品目の表記以外にも、「卵」→『玉子』のように、表示方法は異なりますが
　　特定原材料と同じものであることが理解できる表示を代替表記として認めています。
　◆可能性表示（「入っているかもしれない」等の表示）は禁止されています。
　◆食物アレルギーでは、極微量でも発症する場合があることから、加工食品１kgに対して
　　数mg以上含まれる場合、表示されます。
　◆対面販売で量り売りされる食品は、アレルゲンの表示の義務はありませんが、健康被害
　　防止のため情報提供を行うよう、自主的な取組が促されています。

食品表示を正しく作成する具体的手順

□独学で「食品表示」実務を習得する
　「ＪＡＳ法は農水省」「食品衛生法は厚労省」「食品表示法、景品表示法は消費者庁」
「計量法は経産省」のＨＰから食品表示に関する部分を印刷、熟読し、必要な基礎知識を習
得します。同業他社商品の食品表示を見て疑問に思ったら法に照らしてみて「なぜ、こうい
う表示になったのか？」その疑問の謎解きをしてみます。実例と照らしながら学ぶことで食
品表示のルールが身に付きます。

□食品表示の実務講習を受ける
　行政や民間で行われている「食品表示実務講習会」を受講し、集中的に学び、わからない
こともその場で質問、確認することで、早く学ぶことが出来ます。その場合、表示作成の実
習指導が講習に含まれている民間の有料講習会の受講をお勧めします。行政の無料講習会も
ありますが、法律の説明が中心となり原材料配合表から表示を作成する実務指導までは期待
出来ません。

□緊急的に食品表示を作成する方法
　今すぐに食品表示を作らなければならない場合は、同業他社商品の表示を真似て作成する
方法もあります。
　手順は以下の通りです。
　１、同業他社商品を購入する。
　２、原材料一括表示の「原材料名」「製造者」欄以外を真似る。
　３、他社の「原材料名」欄の原材料を参考に、使用している食材、含まれる食品添加物を
　　　多い順に書く。最後にアレルゲンを（原材料の一部に○○、△△を含む。）と書く。
　参考にする同業他社が、大手であればなお良く、地元生協、大手食品スーパーで購入し、
それらの食品表示をひな形とします。これらの販路であれば複数の事業者が食品表示を点検
の上、販売していますので、順法性が高く、おおむね適正な表示がされていると考えられま
す。

【出典】
　消費者庁HP　食品表示法等(法令及び一元化情報)
　（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/）
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特定農林水産物の名称の保護に関する法律

　「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」（地理的表示法）が平成27年6月1日に施
行され、地理的表示保護制度の運用が開始されています。
　概要及び登録申請の具体的な方法等については、概要説明資料を掲載します。

【出典】
　農林水産省HP　地理的表示法とは
　（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/）

※各変更内容の詳細等については、都道府県や保健所等、所管する機関に確認して
　ください。
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